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様式第 14 号（第 10 条関係） 

お総第７３０号 

 

行政不服審査裁決書 

 

審査請求人 〇 〇 〇 〇 

 

 上記審査請求人（以下「請求人」という。）から、令和７年１１月２５日付けで提

起のあった行政文書一部開示決定処分（令和７年８月２９日付けお病第１３３号）

に対する審査請求（以下「本件審査請求」という。）について、次のとおり裁決しま

す。 

 

第１ 主文 

 本件審査請求を却下する。 

 

第２ 事案の概要 

 (1) 請求人は、令和７年８月１８日付けで、おいらせ町長に対し、「おいらせ町

自治基本条例第３１条の定めに基づく文書」について開示請求を行った。 

 (2) 処分庁は、おいらせ町情報公開条例（平成１８年おいらせ町条例第８号）第

１１条第１項の規定に基づき、令和７年８月２９日付けお病第１３３号によ

り、行政文書一部開示決定処分（以下「本件処分」という。）を行った。 

 (3) 請求人は、本件処分を不服とし、令和７年１１月２５日付けで、審査庁であ

るおいらせ町長に対し、本件審査請求を行った。 

 

第３ 審理関係人の主張の要旨 

 (1) 請求人の主張 

開示された国保おいらせ病院運営審議会委員会の委員就任承諾書に個人情報

の記載（漏洩）が多数あった。 

 (2) 本件審査請求で求める事項 

  ア 開示された委員の住所、生年月日が個人情報であることの認定 

  イ 個人情報が漏洩したことの事実認定と反省 
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  ウ 本件及び過去の漏洩の原因を踏まえた再発防止対策（暫定対策、恒久対策）

とその報告 

  エ 漏洩開示された当事者への適切な対応、処置 

  オ 本事件の開示文書を是正し、改めて正しい開示をすること 

  カ 過去に行った不当・違法な処分を行わないこと。 

 

第４ 理由 

 (1)本件審査請求の適法性について 

  ア 審査請求とは、行政庁の違法又は不当な処分等から国民の権利利益の救済

を図るため、行政庁の処分等に不服がある者が請求できる制度である。（行政

不服審査法第１条及び第２条参照） 

  イ 本件審査請求は、上記第３(2)に記載のとおり、本件処分に基づいて行われ

た行政文書の閲覧に際し、開示対象文書（国民健康保険おいらせ病院経営強

化プラン）のほか、開示対象外の文書（委員就任承諾書）が開示され、国民

健康保険おいらせ病院運営審議委員の住所及び生年月日が開示されたこと

を不服としたものである。つまり、本件処分の決定内容に対する不服ではな

く、本件処分に基づいて行われた閲覧手続きに対する不服であり、本件処分

そのものの取り消し等を求めるものではないことから、本件審査請求は行政

庁の違法又は不当な処分の取消し又は是正を求めているとは認められず、審

査請求の適法性を有していない。 

(2)結論 

よって、本件審査請求は不適法であることから、行政不服審査法第４５条第

１項の規定により、主文のとおり裁決する。 

 

 

令和８年２月２０日 

審査庁 おいらせ町長  成田 隆   

 

  



3 

  

（教示） 

１ この裁決に不服のある場合は、この通知を受け取った日の翌日から起算して６

か月以内に、おいらせ町を被告として（訴訟においておいらせ町を代表する者は、

おいらせ町長となります。）、裁決の取消しの訴えを提起することができます。 

  ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とした処分が

違法であることを理由として、裁決の取消しを求めることはできません。 

２ ただし、上記の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起算して

１年を経過した場合は、裁決の取消しの訴えを提起することはできなくなります。

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの裁決があった日の翌日から起

算して１年を経過した後であっても裁決の取消しの訴えを提起することが認め

られる場合があります。 


